視察報告　栃木県那須塩原市並びに那須町　平成元年11月14～15日
　
葉山町議会基本条例は平成21年に公布され10年間、多少の改正はしたものの、一度も検証を行っていません。議会運営委員会副委員長として、その方法を学ぶ必要を感じ、今回の議員有志による視察に参加いたしました。
那須塩原市議会はマニフェスト大賞を取ったこともあり、議会基本条例の検証方法は、先進地として視察するに値する議会でした。
まず、議会基本条例は市民との約束・契約と捉え、その検証は必要不可欠であるとの観点で条例に明記されています。その検証方法として前文を含む全ての条文を個別シートにより自己評価をします。それは段階評価として、取り組みを振り返り達成度を未着手も含めて評価します。そして、管理評価として、改正などの必要性の有無を考え次につなぎます。那須塩原市では研修費を含み、100万円の予算額で第三者による外部評価を経て、検証作業のまとめと資料を市民に公表していました。
[bookmark: _GoBack]葉山町議会では今年度はこの検証に関する予算化はされていませんが、議会運営委員会主導ですぐに取り組めることと感じています。早期に議会運営委員会で提案できるヒントを得、検証方法を学べたことは大きな収穫でした。
